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事務連絡

平成 23年 11月30日

厚生労働省社会・援護局福祉基盤課

税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に係る質疑について

平素、大変お世話になっております。

さて、標記につきまして、今般、御質問が多い事項について、国税庁税制関係担当

課に照会したところ、別紙のとおり回答がありましたので、ご連絡します。

なお、主な回答の要点は、下記のとおりであり、当初の見解と変更となっている内

容もございますので、御留意ください。

記

【主な回答の要点】

O相対基準(経常収入に占める寄附金額が 1/5以上)についての園等からの補助金

収入、法令に定める国等の負担額等の収入の取扱いについて、国・地方公共団体の

負担部分の給付費については、経常収入には含まれず、総収入金額から控除できる

よよι

また、委託の対価としての収入について、都道府県・市町村から給付される保育

所運営のための措置費については、経常収入には含まれず、総収入金額から控除で

きること白

O金銭以外の現物寄附であっても金銭換算できるものであれば、寄附金として取扱

いをして差し支えないものであること o








